
道
路
運
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
十
八
年
五
月
十
一
日

参
議
院
国
土
交
通
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
遺
憾
な
き
を
期
す
こ
と
。

一
、
福
祉
有
償
運
送
や
過
疎
地
有
償
運
送
に
係
る
運
営
協
議
会
の
設
置
の
促
進
と
そ
こ
で
の
合
意
形
成
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
地

方
公
共
団
体
に
対
し
本
法
改
正
の
趣
旨
を
周
知
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
設
置
及
び
運
営
状
況
に
つ
い
て
の
情
報
が
当
該

地
域
の
住
民
等
に
積
極
的
に
公
開
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

二
、
本
法
の
施
行
状
況
の
検
証
を
行
い
、
特
に
、
過
疎
地
等
の
住
民
の
移
動
手
段
の
確
保
策
に
つ
い
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ

様
々
な
観
点
か
ら
具
体
策
を
検
討
す
る
こ
と
。

三
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
に
よ
る
福
祉
有
償
運
送
に
つ
い
て
、
好
意
に
対
す
る
任
意
の
謝
礼
に
と
ど
ま
る
金
銭
の
授
受
は
有
償
に
含
め
な

い
こ
と
と
す
る
な
ど
「
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
」
に
係
る
有
償
の
考
え
方
及
び
運
送
対
象
者
の
範
囲
を
示
す
と
と
も
に
、
運

転
手
の
技
能
水
準
及
び
安
全
性
の
確
保
に
万
全
を
期
す
よ
う
措
置
す
る
こ
と
。

な
お
、
移
動
制
約
者
の
自
由
な
移
動
が
確
保
さ
れ
、
地
域
に
お
け
る
助
け
合
い
活
動
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
よ
る
移
動

制
約
者
の
円
滑
な
移
動
が
引
き
続
き
確
保
さ
れ
る
よ
う
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。

四
、
自
動
車
の
不
正
な
架
装
を
行
う
事
業
者
に
対
し
て
、
本
法
改
正
の
趣
旨
に
則
り
適
切
な
指
導
を
行
う
と
と
も
に
、
継
続
検

査
時
の
構
造
に
関
す
る
審
査
に
つ
い
て
は
、
自
動
車
検
査
証
に
よ
り
新
規
検
査
時
以
降
の
変
更
の
有
無
を
確
認
で
き
る
よ
う

に
す
る
な
ど
、
実
施
体
制
の
確
立
を
図
る
こ
と
。

、

、

、

五

リ
コ
ー
ル
業
務
の
迅
速
か
つ
適
確
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め

利
用
者
等
か
ら
の
情
報
収
集
の
拡
大
に
努
め
る
と
と
も
に

リ
コ
ー
ル
に
係
る
不
正
行
為
の
再
発
防
止
の
た
め
の
施
策
の
充
実
に
努
め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


